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理 由 

外国人学校に対する授業料無償化制度の見直しを求めるため。 



外国人学校に対する授業料無償化制度の見直しを求める意見書 

政府が進める高校授業料無償化は、2025 年４月から公立・私立を問わず一律

に年間 11万 8,800円の就学支援金の所得制限を撤廃し公立高校を実質的に無償

化するとしている。また、2026 年４月から私立高校を対象に加算されている就

学支援金の上限額の所得制限を撤廃し、私立の全国平均の授業料である 45 万

7,000円に引き上げると明記している。 

今回の無償化により、子どもたちの選択肢が拡がるメリットがある一方で、経

営難をカバーするために外国人に頼らざるを得ない一部の学校においても、支

援対象となることへの懸念がなされている。 

授業料無償化は税金によって賄われる制度であり、日本の教育環境を充実さ

せることを目的としている。そのことから恩恵を受ける対象は、納税者の理解を

得られる形で決定されるべきである。日本人の支払う税金が、日本国内の外国人

学校の授業料支援に充てられることは、「日本の公教育を支えるための税負担」

という本来の目的から逸脱していると考えられる。 

 また、現在日本人の子どもが海外の私立高校に通う際、日本政府は授業料支

援を行っていない。一方で、日本に住む外国籍の子どもがインターナショナルス

クールに通う場合には所得制限なしに支援額も増額し公費負担となる状況は、

国民にとって公平性を欠く制度設計であり、見直しが必要である。 

日本国内の教育環境を向上させるためには、現行の制度案ではなく、教育の国

際化や日本人学生の海外留学支援等を拡充することが求められる。限られた財

源を外国人学校の授業料負担に充てるのではなく、日本の教育制度の向上に活

用することが、日本社会全体の利益に資すると考える。 

以下のことを要望する。 

 

記 

１ 外国人学校・インターナショナルスクールに通う外国籍の子どもへの支援

の在り方を見直すこと。 

２ 日本人の子どもが海外で学ぶ際の支援を拡充し、教育の国際化を進めるこ

と。 

３ 日本人学生の留学支援に予算を重点配分すること。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年３月 17日 
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宛先 内閣総理大臣、文部科学大臣 


